
寒 川町 立小 学校及 び中 学校 の管 理運営 に関 する 規則 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(教 育課程 の編 成 ) (教 育課程 の編 成 ) 

第 7条  学 校の 教育 課程 は、学習 指導 要領

の 基準 によ り校長 が編 成す る。  

第 7条  学 校の 教育 課程 は、学習 指導 要領

の 基準 によ り校長 が編 成す る。  

2 (略 ) 2 (略 ) 

3 寒川町 立各 中学 校に おい ては 、学 校教

育 法 施 行 規 則 (昭 和 2 2年 文 部 省 令 第 1 1

号 )第 7 5条 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 神 奈

川 県 立 茅 ヶ 崎 高 等 学 校 に お け る 教 育 と

の 一 貫 性 に 配 慮 し た 教 育 を 施 す も の と

す る。  

(削 る ) 

～ 略～  ～ 略～  

(学 校評議 員 ) (学 校評議 員 ) 

第 25条  学 校に             

     学 校 評 議 員 を 置 く こ と が で

き る。  

第 2 5条  学 校 運 営 協 議 会 が 設 置 さ れ て い

な い学 校に、学校評 議員 を置 くこ とがで

き る。  

2～ 4 (略 ) 2～ 4 (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 こ の規 則は、平成 31年 5月 6日 から 施行す

る 。  

 


